
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
二
号
）

一

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
予
定
価
格
の
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
物
品
購
入
審
査
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
三
号
）

一

徳
島
県
物
品
購
入
審
査
委
員
会
の
審
査
対
象
と
す
る
物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
額
を
引
き

上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

徳
島
県
用
度
・
給
与
集
中
管
理
特
別
会
計
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
四
号
）

一

土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
汚
染
状
態
を
測
定
す
る
方
法
を
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

二

浸
透
水
の
汚
濁
の
状
態
を
測
定
す
る
方
法
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
及
び
徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
規
則
第
三
十
五
号
）

一

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
規
則
に
よ
る
資
金
の
貸

付
け
の
特
例
の
適
用
期
間
を
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

２

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


